
2019冬 第 5号 

アルマ活動報告書 
（２０１8年２月～２０１9年 1月） 

 

 

多頭飼育崩壊は、本当に頭を抱える問題です。私たち動物

愛護ボランティアは、保護した犬／猫への不妊手術を徹底して、

さらなる不幸な命を生み出さないよう努力してきました。 

まさに、それを一夜にして無に返すような所業です。 

最初の犬猫に不妊手術をしておけば起こらなかった問題。 

わずか２～３頭が始まりで、それが数年で３０頭～５０頭ほど

にも増えてしまう。単純に５０頭の犬猫を引取保護して譲渡す

るには大変な労力が必要で、犬猫の飼い主死亡、或いは病気

で入院したということでのペットの引取り相談も後を絶たない中、

何を優先すべきなのかと、こちらの気持ちが路頭に迷います。 

 

 

多頭飼育問題で迷惑を被っているのは、小さな命の犬猫のみならず、その環境を取り巻く近隣住民も長年に渡り、騒音や悪臭

に悩まされていることがほとんどです。保健所、警察、愛護センター等々、どこに相談しても一向に進展がないばかりか、多頭飼育

の飼い主は頑なに外部からの接触を断ち、ますます孤立していきます。どうにもならなくなってから、やっと私たちのような愛護ボラン

ティアに相談があり、これは捨て置けないと動くことになります。 

 

いざ問題に触れることになると、長期化してはいけません。 

飼い主の気持ちはいつ変わるか知れず、不妊手術の進行と同時に、レスキューすると決めたら一気に進めないと長期化するほど頓

挫します。そうはわかっていても、どうしてもすべてを受け入れられないケース

も半数はあり、不妊手術だけ済ませて現場に犬猫を残すケースもありま

す。私たちの受け皿も限界があります。 

 

平成２９年度、犬猫の殺処分数は、環境省の統計では、犬猫併せ

て約４3,０００頭まで減少しました。１０年前の平成１９年度の統

計では、殺処分数が約３０万頭でしたので、わずか１０年の間に大きく

変化したことになります。 

地方都市や農村部で産まれてまもない子犬／子猫の収容が減ったこと、

すなわち不妊手術がいくばくかでも進んだこと、また、愛護団体等の引取の

努力、生かすための行政の努力、いろんなことが相まって、殺処分数の減少は進んでいます。 

全てを無に返す、犬猫の多頭飼育崩壊問題 

飼い主の病気で飼育継続困難になり放棄されたチワワ 

茨城県行方市 多頭飼育崩壊現場 



しかし愛護活動に関わる私たちは、現実的には、処分数が減って、私たちの活動が緩やかになったとはまったく感じていません。 

愛護活動が浸透するにつれて、今まで表面化しなかった多頭飼育問題がどんどん出てきています。 

それに加えて、高齢者のペット放棄の急増。入院する、施設に入る、死亡等で取り残される犬猫の相談が後を絶ちません。 

地域や横の繋がりが希薄になっている現代社会。 

飼えなくなった時の助けあいのネットワークは、市町村単位、もっと小さな町内会単位で、早急に体制を整えていかねばならないで

しょう。お金で解決する問題もありますが、関係ない他人の問題ではなく、地域の環境問題でもあります。 

高齢化社会とペットの問題において、行き場を失う犬猫の受け皿をどう作っていくのか。 

これから活動を継続する上での頭を抱える急務の課題です。 

 

ティアハイムの運営は、２０１８年１２月で 7 年目に突

入しました。 

２０１８年はボランティア受け入れ体制を見直して、ボランテ

ィアに参加する前の施設見学（オープンシェルター里親会への

来場等）を事前条件として義務付けました。 

ボランティアに参加していただく前に現場を知り、ボランティア可

能かどうか、色々な側面から判断していただける機会が出来て

受入側も参加する側も双方にとって良い結果となっていると思

います。 

また、ティアハイムの収容数も、限界を超えないように、スタッフ 2名が中心となれば手が回る範囲に留める努力もしてきました。 

余力がないと、健康管理を含めた適正管理が出来なくなり、保護体制に歪が出てきます。 

昨今の自然災害の有事を考えると、それも見越して適正飼育、適正保護頭数というのは、年々、状況によって見直しが必要で

す。 

地域サポートの要となるような運営継続とともに、必要とされる動物保護シェルターであり、啓発活動の拠点であるように、活動の

在り方は、日々求められる方向にシフトする柔軟性も大切です。 

 

昨年に引き続き、終生飼育サポートの体制作りは急務です。 

もし飼えなくなる事態があれば、譲渡した犬猫をアルマが引取り、新たな飼い主

を探して再譲渡するか、高齢／病気であれば終生飼育をするか。 

そういった受け皿を作ることで、ペットショップから子犬・子猫を買わずとも、安心し

て新しいパートナーが得られる。 

将来に備えての費用は、何か枠組みを作らないといけないと思いますが、私たち

も譲渡の幅が広がることによって、助けられる命もまた１頭でも増えることを期待

しています。 

いつもアルマの活動を支えて、応援していただき、本当にありがとうございます。 

里親様、ご支援者様、ボランティアスタッフ、1 人 1 人のお力がアルマの活動の

源です。感謝の気持ちを忘れずに今年も精一杯、努力して参ります。 

 

平成 31年１月吉日 

NPO法人アルマ 理事長／一般社団法人アルマ 代表理事  

竹本由実子 

ティアハイムのデッキは犬たちの学校 

大人の犬から社会化を学ぶ子犬 

河川敷に捨てられていた子猫たち 

河川敷に捨てられていた子猫たち 



 

 

１）関東圏の動物愛護センターから犬猫の引取／新飼い主への譲渡 

※放棄犬猫の引取協力を含む 

▶２０１８年 引取数  犬１８２頭  猫９７頭 合計２７９頭 

▶２０１８年 譲渡数  犬１６９頭  猫８２頭 合計２５１頭 

◆虹の橋  犬５頭 子猫１頭 

 

２）アルマ東京ティアハイムを拠点とした啓発活動および譲渡事業 

▶ボランティアの積極的な受入 

新規ボランティア受付数  ２０１８年 ７８名 

２０１８年の１年間で、延べ２，４２４名のボランティア参加受入 

 

▶２０１８年 社会貢献事業への参画＆学生インターシップ受入 

   親子参加のボランティア体験の受入（小学生/中学生） 

   高校生ボランティアグループ RFA等、学生団体との協働ボランティア活動 

   大学生／高校生等の課題学習としてのボランティア活動の受入 

   大学生／専門学校生のインターシップ受入（5名） 

 

▶ティアハイムオープンシェルター里親会の開催 

２０１８年実績 計５６回 来場者１，７６３名 

開設以来、６年間で、計３１３回開催、 来場者 ８，９５０名 

   ※基本、毎週日曜日、月４～５回開催 

 

３）犬猫に関する相談受付・対応（メール、電話等） 

年間 約１４０件 ※保護、放棄、迷子犬、多頭飼育崩壊等 

※緊急一時保護レスキュー犬猫 １２３頭（２０１８年） 

 

 

 

 

４）一時預かり家庭の犬を中心とした里親会の開催 

1月、8月を除いて毎月開催 

  会場：浅草エリール、二子新地ドッグインク、 

用賀 BUDDYS、紫陽花カフェ、他 

 

５）犬のふれあい・啓発活動への参加 

●３月２１日 お散歩ワークショップ 

●１０月２８日 世田谷区 生活介護施設「奥沢福祉園祭」 

●１１月１８日 越谷市動物愛護フェスティバル 

   ●環境省 防災パンフレットを冊子印刷して配布（随時） 

 

アルマの社会貢献事業 

茨城県動物指導センター 犬舎 

愛護団体等からの引取りがなければ処分される命 

ティアハイムボランティアさんと河川敷までお散歩 

奥沢福祉園祭にて協働の愛護啓発事業 

マルチーズ♂ミント 

シーズー♂はやと、在りし日のシーズーMIX♀ぷに 



 

 

１）フリーマーケットの開催（２０１８年 計１２回） 

   会場：駒沢公園、市川駅前、しらこばと水上公園 等 

 

２）チャリティ商品の販売 

   壁掛け＆卓上カレンダー 

   保護犬猫デザインシール 

   ボールペン、ポストカード 

    

３）犬猫グッズショップ 「A-shop」の運営（インターネット販売） 

http://a-shop.shop-pro.jp/ 

   ケア用品（ゼオライトシリーズ）、犬猫生活用品、等 

 

４）ペット保険・アニコム損保代理店 2018/1～12月 

契約数実績 40件 ありがとうございました。 

ティアハイム運営費・管理費等に大切に使わせていただきます。 

 

 

アルマの活動に協賛してくださっている企業、個人の皆様 

 

 

 

 

活動資金のための収益事業 

私たちはアルマの活動を応援しています 

http://a-shop.shop-pro.jp/
http://www.erile.co.jp/
http://www.rakuten.co.jp/5endama/
http://solari.jp/


 

 

一般社団法人アルマ／NPO法人アルマの決算報告の概要です。 それぞれ別法人で会期が異なります。 

「最後の砦」として活動するアルマでは、高齢や病気の犬猫も多く、かかる医療費が甚大です。 

医療費/保護費は、NPO法人アルマにて、平成２９年９月～平成３０年 8月で約 1230万円となっています。 

ティアハイムの運営経費は、人件費に関わる経費が大きく、給料・法定福利費は、年間 約 1040万円です。 

一般社団法人アルマ（アルマ東京ティアハイム）においては、運営維持のため、カード決済利用の継続寄付の仕組みの導入、

また NPO法人アルマとの協働による保護犬猫管理費について若干の見直しを行い、収益が前年度より増えています。 

 

一般社団法人アルマ（アルマ東京ティアハイム） 決算報告（第六期） 

 ▶平成２９年度（会期 平成 29年 7月 1日～平成 30年 6月 30日）               単位：円 

  ※繰越金には決算時の未収金／未払金を加えた平成 30年 6月 30日時点の現預金残高を記載しております。 

  ※減価償却費・繰延資産償却費は、支出に含めておりません。 

  ※その他管理費・・・ゴミ処理代、事務用品費、通信費、荷造運賃、広告宣伝費、支払手数料、保険料、税金他 

  ※平成 30年 8月 31日 第六期決算報告を作成し、税務署に申告済です。 

 

NPO法人アルマ 決算報告（第四期） 

▶平成２9年度（会期 平成 29年 9月 1日～平成 30年８月 3１日）               単位：円 

※詳細はアルマ HPにて順次ご報告しております。 アルマ HP http://alma.or.jp/ 

   ※平成 30年 11月 30日 東京都知事宛、事業報告書等を提出済みです。 

 

収入 支出 主な支出内容 

公益事業 

（寄付金 

/賛助会員） 

9,632,451 管理費 

（公益／収益） 

1,111,560 

9,921,480 

452,802 

309,681 

692,510 

2,132,247 

保護費等 

給料手当（社員 1 名・ｱﾙﾊﾞｲﾄ 7 名） 

法定福利費 

旅費交通費 

水道光熱費 

その他、管理費 

収益事業 

（物販/管理費） 

7,685,540 

物販事業費 220,324 カレンダー製作等 

収入合計 17,317,991 支出合計 14,840,604  

当期経常増減額   2,477,387  

前年度繰越金 7,648,050    

繰越合計 11,101,107    

収入 支出 主な支出内容 

公益事業 

（寄付金／譲渡費

用／賛助会員） 

19,336,727 公益事業 12,238,253 医療費・保護費等 

管理費 4,652,800 事務局運営費・犬猫管理費・

旅費交通費等 

収入合計 19,336,727 支出合計 16,891,053  

 前年度繰越金 7,676,946    

 繰越合計 10,122,620    

決算報告  概要 

http://alma.or.jp/


 

 

2018年は、様々な多頭飼育崩壊現場への対応を迫られた 1年になりました。 

アルマで関わった多頭飼育崩壊現場だけで 10件を超えます。 

 

個人宅で多頭飼育崩壊する背景には、一人暮らし、高齢者など、社会とあまり関わりを持たない人が引き起こす場合が多くあり

ます。行政の手が入っても、状況の改善や飼育放棄をすることに時間がかかり、末期状態になってからやっと劣悪な環境下から犬

猫が救出されるというケースがほとんどです。全国各地に今も崩壊予備軍が潜んでいます。 

 

2018年 3月 茨城県鉾田市 中型 MIX犬 70頭 飼い主死亡 

2018年 3月 茨城県鉾田市 ブリーダー廃業 30頭 飼い主死亡 

2018年 4月 茨城県行方市 中型 MIX犬 35頭 個人宅繁殖 

2018年 5月 茨城県石岡市 中型 MIX犬 9頭 個人宅繁殖 

2018年 5月 岡山県内 小型犬 70頭 飼い主死亡 

2018年 5月 埼玉県北部 猫 50頭 個人宅繁殖 

2018年 6月 江戸川区 ダックス 8頭 個人宅繁殖、飼い主死亡 

2018年 7月 茨城県内 ブリーダー廃業現場 犬猫 30頭 

2018年 9月 葛飾区 犬引取屋廃業 23頭 代表者死亡 

2018年 10月 さいたま市 小型 MIX犬 21頭 個人宅繁殖 

2018年 10月 宮城県内ハスキーブリーダー廃業 犬 35頭 

2018年 11月 埼玉県内 小型 MIX犬 28頭 個人宅繁殖 

 

 

 

 

現実はネグレクト飼育に関して動物愛護法が適用されることは、ほとんどない。 

社会に露見した際には既に手遅れの状況で、処罰よりも緊急レスキューが優先される。 

緊急レスキュー トピック 

愛護動物を虐待したり捨てる（遺棄する）ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2年以下の懲役または 200万円以下の罰金 

愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者→100万円以下の罰金 

愛護動物を遺棄した者→100 万円以下の罰金 

動物愛護法 



 

 

▶平成２４年７月 

１０年間の活動母体・任意団体から法人化 一般社団法人アルマ 設立 

     非営利法人・アルマ（ALMA：Animal Life Matters Association） 

▶平成２４年１２月 

東京都葛飾区に動物保護シェルターと啓発活動の拠点として「アルマ東京ティアハイム」を開設 

▶平成２５年５月 

横浜市動物愛護センター／茨城県動物指導センターに登録追加 

 ※法人化以前の既存の登録センター 

   東京都動物愛護相談センター、千葉県動物愛護センター、埼玉県動物指導センター 

さいたま市動物愛護ふれあいセンター、柏市保健所 

▶平成２７年２月 

   特定非営利活動法人（NPO法人）アルマ 設立 

   アルマ東京ティアハイム（一般社団法人アルマ）との協働で活動に取り組む 

▶平成２７年 5月 越谷市保健所（越谷市動物愛護センター）に登録追加 

▶平成３０年９月 川口市保健所に登録追加 

 

 

アルマ事務局  〒124-0021   東京都葛飾区細田 5-11-12 

 電話／FAX 03-5876-7667    メール：alma_office@muse.ocn.ne.jp 

アルマの活動内容 

・センター収容犬猫たちの引取りと新しい飼い主探し  「最後の砦」として高齢・病気の犬猫の積極的な受入 

・啓発活動と一時飼養を兼ねた動物保護シェルター「アルマ東京ティアハイム」の運営 

・社会貢献活動として広くボランティアの受入   ・犬猫の飼い主の方への様々な呼びかけと啓発活動 

・一般から犬猫に関する相談の受付／対応、等 

これらの活動のための費用、および必要な医療費は、アルマ賛助会員の皆様の会費、一般の方からのご寄付、里親様医療費

一部負担金等によって支えられています。不幸な動物たちをなくすために、おひとりでも多くの方に賛助いただき、私たちの活動を

ご理解、ご支援くださいますよう心からお願い申し上げます。 

ご寄付の送金先 

●保護犬猫への医療費・保護費へのご支援 

・三菱東京 UFJ銀行 金町支店 (普)0226368 特定非営利活動法人アルマ  トクヒ）アルマ 

・ゆうちょ銀行 10000-1466031   トクヒ）アルマ 

●アルマ東京ティアハイム（一般社団法人アルマ）の運営費／啓発活動事業へのご支援 

・三菱東京 UFJ銀行 金町支店 （普通）0139595 一般社団法人アルマ 

・ゆうちょ銀行 10180-53042571 シャ）アルマ 

アルマの歩み 

ALMA NOTICE BOARD 

アルマで必要とするもの ※アルマ事務局宛、直接ご送付ください。日時指定はございません。 

（犬用）ドライフード（小型犬・中型犬用）、缶詰（成犬用）、ペットシート、フロントライン、マイフリーガード、駆虫薬 

（猫用）ドライフード、缶詰（子猫用、成猫用、老猫用）、猫用オヤツ（ちゅーる等）、駆虫薬、レボリューション、フロントライン 

（一般）消毒薬（バイオチャレンジ等）、トイレットペーパー、キッチンペーパー、洗濯用洗剤、柔軟剤、ゴミ袋（45ℓ）、布製ガムテープ、ハンド

ソープ詰替え、ウンチ袋、犬用シャンプー（低刺激）、※古毛布、古タオルは収納場所が限られていますので在庫をご確認の上、お送りください 

切手(1 円～)、ハガキ（書き損じ可）、金券等も助かります。事務局宛、お送りください。〒124-0021 葛飾区細田 5-11-12 アルマ事務局 

http://www.alma.or.jp/


アルマ賛助会員  

募集のご案内 
いつもアルマの活動を応援いただき、ありがとうございます。 

NPO法人アルマ／一般社団法人アルマでは、私達の活動を今後も継続

するため、また新たな活動を広げていくために、賛助会員になっていただける

方を広く募集しております。 

いただいた会費は、センター収容の犬猫のための医療費・保護費、またアルマ東京ティアハイム（動物保護シェルター）の運

営や啓発活動のために、大切に使用させていただきます。皆様のご協力によって私達の活動は支えられています。 

犬猫の命を繋ぐ活動のみならず、地域社会に貢献できる事業として、今後も努力してまいります。不幸に処分される犬猫たちが

1頭でも減り、動物に優しい社会になりますよう、アルマの活動への末永い応援をどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

■ご送金方法 （以下の３通り） 

１）同封の振込用紙にてご送金ください。 

ご住所・ご氏名を確認させていただくことが容易です。ご協力いただけますと幸いです。 

 

２）以下のネットショップ経由で受付しております。 

NPO法人アルマ賛助会員/アルマ東京ティアハイム賛助会員のカテゴリーからお申込みください。 

●アルマ・ファミリーサポート基金 

http://alma-support.shop-pro.jp/ 

   アルマ HP トップのファミリーサポート基金バナーよりお入りください。 

 

３）直接、振込していただくことも可能です。 

    ゆうちょ銀行 10180-53042571 シャ）アルマ 

    他金融機関からのご送金 店名〇一八（ゼロイチハチ） 普通 5304257 

   ※ご送金いただいた際は事務局宛、ご連絡をお願い致します。 

 

■アルマ事務局  

〒124-0021  東京都葛飾区細田 5-11-12   

NPO法人アルマ／一般社団法人アルマ（アルマ東京ティアハイム） 

電話/FAX 03-5876-7667  メール alma_office@muse.ocn.ne.jp 

              アルマ HP  http://alma.or.jp/ 

■2019年 賛助会員募集   随時 

■会員  

個人賛助会員 一口  3,000円（何口でも） 

法人賛助会員 一口 50,000円（何口でも） 

■会員特典 年に１～2回の会報発行／オリジナルチャリティグッズ等の進呈 

その他、イベントご案内等 

http://alma-support.shop-pro.jp/
http://alma.or.jp/

